
金融円滑化に関する体制の概要 

 

１． 組織体制の概要 

（１）営業店組織 

・ 営業店に融資相談窓口を設置し、各営業店の支店長を金融円滑化実務責任者３としてい

ます。 

（２）本部組織 

・ 中小事業者の事業活動の円滑な遂行及び住宅資金借入者の安定を期するため、その取組

を促進するために職員のレベルアップ研修会を開催しております。また、本部の金融円

滑化総責任者を理事長、取り纏め責任者を総務部長、実務責任者１を審査部長としてい

ます。 

・ 理事会等は金融円滑化への取組を推進するため組織体制の有効性を検証し、適時に見直

しのための指示を行っています。 

 

２． 貸付条件の変更等のお申込に対する状況を適切に把握するための体制概要 

（１）営業店での対応 

・ お客様から貸付条件の変更等のお申込があった場合には、表面的な計数や過去の貸付条

件変更等の実績といった形式的な事象で判断せず、お客様の実態を十分に理解した上で

審査を行います。 

・ 審査の結果、お客様のお申込どおりの対応ができない場合には、可能な限り根拠を示し

て、お客様にご理解いただけるよう丁寧に説明いたします。 

（２）本部における対応 

・ 本部の金融円滑化実務責任者１（審査部長）は、定期的に又は必要に応じて、貸付条件

の変更等の実施状況を理事会等に報告しています。 

（３）記録・保存 

・ 貸付条件の変更等のご相談・お申込があった場合には、ご相談・お申込内容を正確に記

録・保存を行います。 

 

３． 貸付条件の変更等に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要 

（１）苦情への迅速かつ適切な対応 

・ 営業店（融資相談窓口）及び本部（総務部コンプライアンス事務局）で、貸付条件の変

更等に対するご意見、ご要望、苦情等をお聞きするとともに、正確に記録・保存します。 

・ お客様からお聞きしたご意見・ご要望については、金庫内で情報を共有し改善に取組み

ます。また苦情については、迅速にかつ適切な対応に努めます。 

 

４．中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要 

・ 審査部の「財務支援担当者」は、営業店と連携して、お客様の経営相談・経営支援、経

営改善計画策定支援に積極的に取組んでいます。 

・ お客様の事業価値を適切に見極める能力の向上を図るために、効果的な研修会を開催し

ております。 

以 上 


